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記載事項 更新の有無 記載欄 本学の対応状況等

経営協議会による確認

【全体について】
昨年度以降の進展を踏まえた改訂および昨年度版より詳細な記述にした変更によ
り、適合状況がより明確になった。
しかし、変更したそれぞれの箇所について、変更趣旨は分かるが、文の追加・修正
の結果、意味が分かりにくくなっている箇所が散見される。改良例を該当箇所に記
入したので、参考にされたい。

ご指摘いただいた箇所について、参考例をもとに記載内容を更新しました。今後
ともステークホルダーの皆様にとってわかりやすい報告書となるよう努めます。

ミッションの実現の為のビジョンとして３C推進のこの国立大学法人滋賀医科大学の
ガバナンスコードは多岐に亘り網羅されていて、1つ1つ確認しての意見表示の作業
は大変でした。
しかし、このガバナンスコードのある限り世情の変化・時代の進捗、又地域の要望
等に応じその都度改善、訂正、加筆修正され、まさに、生きたバランスコードとし
て動かされ、その重みはいよいよ増して来ました。この様なバランスコードを基盤
にして、国立大学法人滋賀医科大学が、公平性・透明性の中で今後も運営され開か
れた大学として進んで行かれますように常に注視し声援を送り続けたいと思いま
す。

国立大学法人ガバナンス・コードについては、その適合状況について各法人が自
ら定期的な点検を行い、公表することが求められているところです。引き続き、
本報告書を通して社会への説明責任を果たすとともに、経営協議会及び監事等か
らのご意見を踏まえ、透明性及び信頼性の高いガバナンス体制の構築を目指しま
す。

国立大学法人ガバナンス・コードの原則を踏まえたもので、策定目的、各原則に
則った内容であり、適切であると確認しました。
説明責任を果たし、透明性も担保され、さまざまな意見を参考にされていることか
ら、大学に関係するすべての方々から信頼を得られ、また、理解されると思いま
す。

本報告書により社会に対する説明責任を果たし、透明性及び信頼性の高いガバナ
ンス体制を構築することで、社会の皆様から本学に対する信頼と理解を得られる
よう、引き続き努力します。

国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和３年度)

【本報告書に関する経営協議会及び監事等の確認状況】

https://www.shiga-med.ac.jp/
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記載事項 更新の有無 記載欄 本学の対応状況等
【本報告書に関する経営協議会及び監事等の確認状況】

【基本原則１に関して】
全体として、組織等の権限と責任を明確化し自主的・自律的・戦略的な法人経営を
可能とする体制が構築されていると考える。

本報告書の作成を通じて国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況を確認
し、学内機能を最大化できる体制構築を目指します。

原則１－１
ステークホルダーへの情報公開、学外有識者などを含む各委員会からの提案などへ
の対応につき十分に記載されています。各ステークホルダーからの意見の吸い上げ
システムとして、全学フォーラムやＨＰ、意見箱などを介した意見聴取などのほ
か、学生との懇談会も定期的にされておられますので、意思決定プロセスの一環と
して必要に応じて記載してもよいかと考えました。

本学では、役員と学生を含む構成員が対話する機会として「学生と学長との懇談
会」及び「全学フォーラム」を年に１回程度開催しており、多様なステークホル
ダーからの意見を聞く取組として、原則1-1に記載を追加しました。

原則１－１
原則１−１には、「多様な関係者の意見を聞き」とある。それを受けて、経営協議
会や学外有識者会議などには、学外委員を置かれている。教育研究評議会など大学
の重要な会議には学外委員は置いているのでしょうか。もし、置かれていないので
あれば、学外委員を置くことを検討されればいかがでしょうか。

現行法令上、教育研究評議会は以下の者（学内者）で組織することとなっていま
す。
＜国立大学法人法　第二十一条第二項＞
　一 学長
　二 学長が指名する理事
　三 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のう
ち、教育研究評議会が定める者
　四 その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員
したがって、教育研究評議会に学外委員を加えることができません。
引き続き、経営協議会や本学独自で設置している総合戦略会議及び学外有識者会
議での審議を通じて、学外者を含めた多様な関係者の意見を聴き、社会からの要
請の把握に努めます。
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記載事項 更新の有無 記載欄 本学の対応状況等
【本報告書に関する経営協議会及び監事等の確認状況】

補充原則１－２①
新たに追記された「財務委員会」について、本委員会は、「財務全般に関する諸施
策を審議し、学長、役員会及び経営協議会に意見具申し」とあるが、この委員会の
位置付けと権限がよく理解できない。

本学における適切な予算配分及び効率的な執行、並びに適正な財務状況の把握に
関し、必要な事項を審議するため、財務担当理事を委員長とする財務委員会を置
いており、以下のとおり審議事項を定めています。
（１）予算の配分に関する事項
（２）予算の執行に関する事項
（３）資金運用に関する事項
（４）その他財務に関する事項
財務委員会において、これらの事項に関する諸施策を審議・立案し、学長、役員
会及び経営協議会に上申する体制を構築しています。

補充原則１－２②
「進捗ナビ」の意味が昨年度と逆になっているが、それでよいか？
（昨年度は、進捗ナビを活用してデータベース化することになっていたが、変更後
は、進捗ナビ自体がデータベースになっている）

「進捗ナビ」は中期計画・年度計画の進捗状況や成果等のデータを蓄積し、容易
に検索することを可能とするデータベース自体のことを指します。

【基本原則２に関して】
原則２－１－３
原則２−１−３に記載されている理事と副学長は学長を補佐する意味で同じように
見えるが、違いがわかるように記述できないか。

国立大学法人の理事については、国立大学法人法に「学長を補佐して国立大学法
人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のと
きはその職務を行う。」と規定されており、役員として学長とともに法人の重要
事項を議決する役員会を構成し、大学の規模等に応じて、配置人数及び学外者の
参画等が法令上定められています。
一方、副学長については、学校教育法に「学長を助け、命を受けて校務をつかさ
どる者」として規定されており、理事と異なる点として、その配置人数等には法
令上の制限はなく、学長の裁量によって、より柔軟な任命が可能となっていま
す。
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記載事項 更新の有無 記載欄 本学の対応状況等
【本報告書に関する経営協議会及び監事等の確認状況】

補充原則２－１－３③
新型コロナウイルス感染症の危機事象に対して「危機対策本部」を立ち上げ迅速に
対応するなど、リスク管理体制が機能している。

補充原則２－１－３③
「危機対策本部設置の件」
危機管理規定（対策本部の設置）第8条を構築したこと。
令和2年2月に設置され今年度も継続とある。これは、このコロナ時代の要請であ
り、今後に於ける危機発生時にもいざとなった時に先んじての設置、必要不可欠の
ものであると思う。

原則２－２－１
本学で独自に設定している理事懇談会、役員懇談会については、委員会でないため
規程や公表などは不要かと考えますが、メンバー構成や検討事項などに関する内規
などは不要でしょうか。

理事懇談会及び役員懇談会について、現時点では内規等によりあらかじめ運営体
制を定めておらず、学長のリーダーシップの下でメンバー構成や検討事項等の実
施体制を決定しており、時代の流れに応じて、学長の裁量により迅速かつ柔軟に
対応できる運営体制としています。

原則２－２－２
役員会での意思決定の的確性が、役員ではない多様な関係者が陪席することで担保
されるとすると役員会に参加する人数が増え、業務量の増加につながることが懸念
される。役員会の透明性を確保する他の方法は考えられないでしょうか。

各人の業務量や必要性を考慮して、陪席者の範囲を引き続き検討していきます。
なお、役員会資料は会議当日までに陪席者を含めた関係者にメール送付してお
り、業務の都合等で陪席できない者でも、送付資料から事前に審議内容を把握で
きるように運用しています。

原則２－３－１
理事および副学長の活用について記載すべきで、令和３年度変更案の欄の１〜５行
目の記載内容は、原則２−１−３に記載した方がよいと考える。

ご指摘のとおり、理事及び副学長の配置に関する事項については、学長の意思決
定や業務執行をサポートする体制整備として原則２−１−３に記載するべきであ
り、原則２−３−１から当該記載を削除しました。

原則２－３－２
大学と地域医療の推進のために、非常勤理事を効果的に任命している。 本学では現在、地域医療に積極的に取り組む関係病院の現職病院長を非常勤理事

に任命しており、引き続き、地域医療の推進を担う人材育成及び関係病院におけ
る男女共同参画の推進に取り組みます。

危機管理規程において、学長は、危機事象への対応のために必要があると判断す
る場合は、速やかに「危機対策本部」を設置することを定めており、今後とも多
様な危機に対して「危機対策本部」を中心に迅速かつ的確に対応し、本学の学生
及び教職員並びに附属病院の患者さんをはじめとする関係者の安全確保に努めま
す。
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記載事項 更新の有無 記載欄 本学の対応状況等
【本報告書に関する経営協議会及び監事等の確認状況】

【基本原則３に関して】
原則３－１－１
経営協議会について、学外委員に議題等を事前に照会するなど、学外委員が積極的
に関与するよう工夫されている。

今後とも会議の運営方法を工夫し、学外委員の多様で幅広い視点をより有効に活
用するとともに、その知見を積極的に法人経営に反映させることで、本学の更な
る発展を目指します。

補充原則　３ー１ー１①
「経営協議会学外委員について」
その設立の趣旨に従い我々も活動したいと思っているが・・・
会議前に資料送付があり、質問・意見照会の機会を設けて頂いているのはありがた
い事ですが、送付された膨大な資料は各委員の責任義務として、委員会出席当日そ
の資料を各自持参すると明示した方が良いかと思われる。（紙のロスと事務局労力
の削減の為）

ご意見を参考として、経営協議会のみならず各種委員会において、ペーパーレス
及び業務の負担軽減を推進していきます。

原則３－２－１
教育研究評議会には、学外委員の定めは見られないが、学外委員を任命する必要は
ないか。

現行法令上、教育研究評議会は以下の者（学内者）で組織することとなっていま
す。
＜国立大学法人法　第二十一条第二項＞
　一 学長
　二 学長が指名する理事
　三 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のう
ち、教育研究評議会が定める者
　四 その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員
したがって、教育研究評議会に学外委員を加えることができません。
引き続き、経営協議会や本学独自で設置している総合戦略会議及び学外有識者会
議での審議を通じて、学外者を含めた多様な関係者の意見を聴き、社会からの要
請の把握に努めます。

原則３－３－１
学長選考会議は、選考手続きを変更し、また、学長の業務執行状況を確認、公表す
るなど、適正にその機能を発揮している。

引き続き法令の趣旨の則り、学長の選考基準及び選考手続の策定並びに学長の業
務執行状況の確認など、学長選考会議に求められる役割を果たせるよう、適正な
運営を実施していきます。
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補充原則３－３ー３①
「学長の業務執行状況について」
平成2年以降は学長の業務執行状況確認を毎年行うとなされたが、その内容に於いて
は明示していない。従って、学長の任務がかなり高度・繁雑となっている現在、確
認の方法を２年に１度は委員会に出席・WEB等を使って状況説明を受ける。その合
い間の年度は書面においてのみで了承とする・・・。と決めておいた方が良いかと
思うが如何だろうか。

学長選考会議規程第2条第1項第4号に、学長選考会議の業務のひとつとして学長の
業務執行状況の確認について規定しており、学長選考会議（令和2年11月9日開
催）において検討の結果、令和２年度以降は毎年度確認することとしています。
令和3年6月28日開催の学長選考会議において、令和２年度に係る業務執行状況の
確認がなされたところですが、次年度以降の運用については、より効果的・効率
的な監督の実施に向けて、学長選考会議の意向に則して運営していきます。

原則３－４－１
監事の監査報告には、いろいろな観点からの指摘があると考えられるが、その取り
扱いについて、規程などでの定めはあるのか。定めがなければ、取り扱いについて
定めることが必要ではないか。

監事監査報告の取り扱いについては、監事監査規程第８条に定めており、原則３
−４−１に参照条文を追加しました。

【基本原則４に関して】
補充原則４ー１②
「学生が大学で身につけることが出来る能力とその根拠及び学生の進路状況等」
滋賀医科大学に於ける教育成果としての学生の国家試験合格率が少々心配である
事。今後の滋賀医科大学の努力目標として欲しいとお願いしたい。
※優秀な成績だからこそ入学した筈の滋賀医科大学に於いて、6年の長丁場で研鑽を
重ねいずれ越えねばならない医師国家試験をこれを個人の問題とせず、大学として
も戦略的にかつ共通テーマとして大学側の意識を添え、是非学生たちに将来像を常
にイメージしながらの学生生活を送り、まず、医師としての第一歩のこの国家試験
合格を無事に果たして頂きたいと切に思われる。

医師国家試験及び保健師・助産師・看護師国家試験の合格率については、本学の
第４期中期目標・中期計画において、各学科における教育課程が適切かつ効果的
であったかどうかを分析するための“評価指標"として掲げる予定としており、教
育課程の継続的な改善を図ることで、国家試験合格率の向上を目指します。

補充原則４－１②
令和３年度変更案の欄　６行目、　「・・・学生による自己評価表（ルーブリッ
ク）を作成し、・・・」とある。しかし、ルーブリックとは、学生の学習到達状況
を評価するための評価基準であるので、記載内容を見直した方がよいと考える。

ご指摘を踏まえ、「学生による自己評価表」を用いた学修成果の評価に関する記
載内容を更新しました。
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補充原則４－２④
補充原則４−２④に記載されているように、コンプライアンス、行動規範など多く
の研修の場を持っており、今後も継続することが重要と考えます。

法令改正や社会変化等に応じて、常に新しい情報に基づいた教育を行うため、今
後も継続してe-Learning等のデジタルを活用した教育研修を実施し、構成員のコ
ンプライアンス徹底に努めます。

【その他】
学長業務執行状況報告によるもの
・地域基盤型教育に関わる諸々の取り組みが今後に於いて華開く事を希むばかりで
ある。
・滋賀医大としての特色ある研究推進に於けるカニクイザルを用いた研究、がん研
究のプロジェクト・神経難病プロジェクト・生活習慣病等のテーマに取り組む等引
き続きの研究に期待したい。
・コロナ禍終息後の医学・看護学教育の予想等も議論に入れて、これからの大学運
営の未来像がよく明示されていて、今回の学長報告書は、公開に価するものだと評
価したい。

・地域基盤型教育について
　地域医療教育研究拠点を含む各診療科での診療参加型臨床実習の拡充、診療科
ごとに魅力的なキャリアパスの提示、ならびに卒前卒後の一貫した到達目標の設
定などを行い、卒前・卒後教育のシームレスな医師養成体制を整備することによ
り、今後も滋賀県内で活躍する医師の養成に努めます。

・特色ある研究の推進について
　現在、本学では４つの重点領域研究を選定しており、産学官金連携や臨床研究
支援等の強化を行い、基礎研究の成果を臨床応用することで、引き続き現代社会
が直面する医学的課題の解決を目指します。

・ポストコロナにおける医学・看護学教育について
　昨年度は対面授業を基本としつつ、同時にリアルタイム配信による遠隔授業も
行うなど、ハイフレックス型授業を確立しました。また、今後はICTを活用して授
業前の自宅学習を行い、より高次な内容による講義を目指す「教師役反転授業」
の取組を進めることで、より効果的な医学・看護学教育を実践していきます。

監事による確認

【全体について】
　報告書に関する学内関係会議における審議経過及び内容等を確認し、令和３ 年７
月１４日、監事は、本報告を適切なものと評価しました。
　本年２月に公表されたガバナンスコードを意識した運営がなされており、６月２
８日には、学長選考会議も適正に開催されたところです。今後も、学長が目指す
「サスティナブル」で「アトラクティブ」な大学の実現に向けて、状況の変化に柔
軟に対応しながら、自主的・自律的な組織体制が維持できるよう、継続的に見直し
が図られる状況を、今後も注視してまいりたい。

引き続き、教職員及び学生が相互に尊重し明るく前向きに活動できる魅力ある
（＝アトラクティブな）大学として持続し続けるため、“サステナブルでアトラク
ティブな大学”をキーワードに掲げ、本学の理念である“地域に支えられ、地域に
貢献し、世界に羽ばたく大学として、医学・看護学の発展と人類の健康増進に寄
与する”ことを目指します。
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記載事項 更新の有無 記載欄 本学の対応状況等
【本報告書に関する経営協議会及び監事等の確認状況】

その他の方法による確認
その他の方法による確認は行っておりません。
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記載事項 更新の有無 記載欄

ガバナンス・コードの各原
則の実施状況

当法人は、各原則を（下記に説明する原則を除き）すべて実施しています。

ガバナンス・コードの各原
則を実施しない理由又は今
後の実施予定等

【補充原則３−４−１①】
監事の常勤化
本学は、中期計画において「監事が財務や会計、大学のガバナンス体制のみ
ならず、教育研究や社会貢献の状況等についても監査できる体制を構築する
ため、監事を常勤化し、その支援体制を強化する。」を挙げており、平成28
年度から検討してきた。しかし、本学は単科大学における監査業務量を考慮
した結果、外部でのキャリアを継続しながら、業務量に応じた働き方が可能
な、非常勤形態が適していると判断した。
さらに、令和2年度に開催した外部委員2名を含む監事候補者選考委員会にお
いても、組織業務、会計業務に精通した非常勤監事2名体制が適当であると
判断した。

【国立大学法人ガバナンス・コードの実施状況】
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

更新の有無 記載欄 根拠資料等

本学のミッションとして、次のとおり、理念及び使命を掲げている。
【理念】
地域に支えられ、地域に貢献し、世界に羽ばたく大学として、医学・看護学の発展と人類の健康増進に寄与する。
【使命】
１　豊かな教養、確かな倫理観、高い専門的知識を有する信頼される医療人を育成する。
２　研究倫理と独創性を有する研究者を養成し、特色ある研究を世界に発信する。
３　信頼と満足を追求するすぐれた全人的医療を地域に提供し、社会に貢献する。

上述のミッションを踏まえ、その実現のためのビジョンとして、次の３Ｃを推進することを公表しており、企業との産学連携研究活
動をはじめ種々の外部研究資金の更なる獲得、幅広い研究の底上げを含め「サスティナブル（持続可能）」で「アトラクティブ（魅
力的）」な大学を目指している。
<３Ｃ>
Creation：優れた医療人の育成と新しい医学・看護学・医療の創造
Challenge：優れた研究による人類社会・現代文明の課題解決への挑戦
Contribution：医学・看護学・医療を通じた社会貢献

３Ｃの実現のため、以下の事項に重点的に取り組んでいる。
１．ガバナンス体制を確立し、学長のリーダーシップの下に積極的な教育研究組織の改組を行い、第２期中期目標期間の取組を発展
させて学内環境の整備を進めるとともに 、IR（institutional research）に基づいて人的・財的資源の効果的な活用を図り、大学のア
イデンティティーと強みをより堅固なものにする。また、学内対話を促進し、学内の意志を統一して機能強化と改革を進める。
２．入試改革では、アドミッションオフィスにアドミッションオフィサーを配置し、医療人としての素質に富む受験生を開拓し選抜
する。
３．教育面では、地域基盤型教育による全人的医療を目指す医療人、医学系・保健系分野で世界を視野に活躍できる実践者・研究者
を育成する。また、医療を取り巻く環境の変化、時代の要請に対応し国際基準に基づく医学教育、世界標準を見据えた看護学教育を
実践する。地域医療教育研究拠点によるシームレスな卒前教育・卒後研修を通して地域医療を担う医療人を育成する。
４．研究面では、選択と集中により、重点研究領域（アジアに展開する生活習慣病疫学研究、認知症を中心とする神経難病研究、基
礎と臨床の融合による先端がん治療研究など）を定め、ロードマップを策定して推進する。
先進医療機器開発などの産学官連携を推進し、医療水準の向上に取り組む。
若手萌芽研究、基礎臨床融合研究、イノベーション創出研究を支援し、それらの社会還元を推進する。
５．附属病院では、医療の質の向上を図り、特定機能病院として地域の医療の中核を担う。社会構造の変化に対応して、常に病院機
能を見直すとともに、質の高い先進医療・低侵襲医療の提供と、新たな医療技術の開発を推進する。
６．県内唯一の医育機関として行政と連携し、地域医療を実践する医師のキャリア形成支援によって地域医療の充実に貢献する。ま
た、医療従事者の研修等を通じて地域医療の質の向上に寄与する。

記載事項

原則１−１
【国立大学法人のミッションを踏まえたビジョ
ン、目標・戦略の策定】
国立大学法人は、ミッションを踏まえ、その実
現のためのビジョン、目標及び具体的な戦略を
策定すべきである。また、それらの策定に当
たっては、多様な関係者の意見を聴きながら社
会の要請の把握に努めるとともに、当該ビジョ
ン、目標及び戦略を実現するための道筋を含
め、公表しなければならない。

基本原則１　国立大学法人のミッションを踏まえたビジョン、目標・戦略の策定とその実現のために自主的・自律的に発展・改革し続けられる体制の構築

・理念・使命（大学HP）

https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/mission
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

更新の有無 記載欄 根拠資料等記載事項

具体的な目標・戦略としては、文部科学大臣から提示を受けた第３期中期目標を達成するため中期計画を策定し、文部科学大臣の認
可を受けている。
中期目標（原案）及び中期計画の策定に当たっては、学内の教育研究に従事する委員を含む教育研究評議会、学外委員を含む経営協
議会に加えて、本学の発展に必要な戦略を立案する総合戦略会議及び本学の運営全般に関する学長の諮問機関で広くかつ高い識見を
有する委員を含む学外有識者会議での審議を通じて、多様な関係者の意見を聴き、社会からの要請の把握に努めた上で、役員会で議
決している。
また、中期目標・計画を達成するための道筋として、事業年度毎に年度計画を定め、大学ホームページ等で公表している。
学内のステークホルダーに対しては、役員と構成員が対話する機会として「学生と学長との懇談会」及び「全学フォーラム」を年１
回程度開催しており、広く一般から多様な意見を聴く仕組みとしては、大学ホームページに問い合わせページ「問い合わせメール
フォーム」を設置するとともに、附属病院内には本院に対する様々な意見をお寄せいただくために意見箱を設置しており、多様なス
テークホルダーから届いた意見等について検討し改善等につなげている。

補充原則１−２④
国立大学法人は、目標・戦略の進捗状況
と検証結果、及びそれを基に改善に反映
させた結果等を、公表しなければならな
い。

本学は、毎年度、中期計画毎に進捗状況や指標を管理するデータベース「進捗ナビ」を活用して実績を確認し、「評価委員会」にお
いて自己評価を行ったうえで「業務の実績に関する報告書」を作成し、中期計画の進捗状況とそれを自己評価した結果を大学ホーム
ページで公表している。また、国立大学法人評価委員会による評価結果は、次年度以降の年度計画に反映させている。

本学では、経営については経営協議会、教学運営については教育研究評議会が、それぞれ「経営協議会規程」及び「教育研究評議会
規程」に審議事項を定めており、権限と責任を明確化している。

経営協議会規程【審議事項】第2条（抜粋）
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人滋賀医科大学の経営に関する事項
(2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち法人の経営に関する事項
(3) 学則（法人の経営に関する部分に限る。）、会計規程、役員に関する報酬及び退職 手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当
の支給の基準その他の経営に係る重要 な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他法人の経営に関する重要事項

教育研究評議会規程【審議事項】第2条（抜粋）
(1) 中期目標についての意見に関する事項（国立大学法人滋賀医科大学（以下「法人」という。）の経営に関する事項を除く。）
(2) 中期計画及び年度計画に関する事項（法人の経営に関する事項を除く。）
(3) 学則（法人の経営に関する部分を除く。）その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修業等を支援するために必要な事項
(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他滋賀医科大学の教育研究に関する重要事項

補充原則１−３⑥（１）
経営及び教学運営双方に係る各組織等の
権限と責任の体制

・法定公開情報（情報公開法）
「中期目標・計画」（大学HP）

・経営協議会規程 第2条（審議事項）

・教育研究評議会規程 第2条（審議事項）

・（独立行政法人等の保有する情報の公開に関す
る法律第二十二条に基づく）法定公開情報（情報
公開法）業務に関する情報 「事業報告書、業務
報告書、その他業務に関する報告書」（大学HP）

・評価委員会規程 第2条（審議事項）

https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/information-disclosure/act-on-access-to-information
http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/keieikyogikai.pdf
http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/kyoikukenkyuhyogikai.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/information-disclosure/act-on-access-to-information
http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/hyoukaiinkai.pdf
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

更新の有無 記載欄 根拠資料等記載事項

補充原則１−３⑥（３）
自らの価値を最大化するべく行う活動の
ために必要な支出額を勘案し、その支出
を賄える収入の見通しを含めた中期的な
財務計画

本学は、中期計画において、予算（人件費見込みを含む）計画に基づいた中期的な財務計画（収支計画、資金計画等）を策定し、教
育研究の費用及び成果等については、毎年度財務諸表、事業報告書を作成しておりホームページで公表している。
同計画の作成にあたっては財務委員会の審議後に経営協議会の審議を経て役員会の承認を得ているものを公表している。
災害等の社会情勢の変化があった場合は、すみやかに補正予算の編成を行って資金不足などが生じないように対応している。

補充原則１−３⑥（４）及び補充原則４
−１③
教育研究の費用及び成果等（法人の活動
状況や資金の使用状況等）

本学は、教育、研究、診療等に係る財務状況、活動状況やコスト等の資金状況等について、「財務諸表」、「事業報告書」等の義務
的開示をしている。その他本学独自の取り組みとして、大学の活動とその成果とともに財務情報との関連性を明らかにする「統合報
告書」を作成し、公表している。

補充原則１−３⑥（２）
教員・職員の適切な年齢構成の実現、性
別・国際性・障がいの有無等の観点での
ダイバーシティの確保等を含めた総合的
な人事方針

本学の人事に関する事項については、管理運営組織規程第12条第２項の規定に基づき人事委員会を設置し、戦略的な人員計画や人材
育成を推進している。性別・年齢・国籍等を問わず国内外の多様な人材の確保及び活用を図るため「国立大学法人滋賀医科大学にお
ける人事基本方針」を策定し、ホームページ上で公開している。
性別に関しては「第2期男女共同参画推進基本計画（マスタープラン）」に掲げた女性管理職登用比率の数値目標を達成しており、
国際性に関しては特に大学院教育で留学生を確保しており、障がい者については法定雇用率を遵守している。

管理運営組織規程【委員会】第12条（抜粋）
法人に専門的事項について審議するため、各種委員会を置く。
2　委員会について必要な事項は、別に定める。

人事委員会規程【審議事項】第2条（抜粋）
(1) 教職員の選考，採用及び配置に係る方針に関すること。
(2) 教員選考の実施に関すること。
(3) 教職員の評価に関すること。
(4) 教員選考及び職員採用の評価並びに評価後のフォローアップに関すること。
(5) 本学の関係病院，他大学，官公庁，民間企業等との人事交流の方針に関すること。

・人事委員会規程 第2条（審議事項）

・管理運営組織規程 第12条（委員会）

・法定公開情報（情報公開法）業務に関する情報
「財務に関する情報」（大学HP）

・法定公開情報（情報公開法）業務に関する情報
「財務に関する情報」（大学HP）

・情報公開（企業等からの資金提供状況）（大学
HP）

・国立大学法人滋賀医科大学における人事基本方
針

・第2期男女共同参画推進基本計画（マスタープラ
ン）（男女共同参画推進室HP）

・令和3年度 国立大学法人滋賀医科大学年度計画

・統合報告書（大学HP）

http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/jinjiiinkai.pdf
http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/kanriuneisoshiki.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/information-disclosure/act-on-access-to-information
https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/information-disclosure/act-on-access-to-information
https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/Information-disclosure/funding-from-companies
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2021-03/jinjikihonhoushin.pdf
http://danjokd.shiga-med.ac.jp/master-plan
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2021-04/R3keikaku.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/integratedreports
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

更新の有無 記載欄 根拠資料等記載事項

本学は、学長の定める特命事項を担当する「学長補佐」及び理事の業務を補佐する「副理事」を置き、役員会等主要な場への陪席を
求め、法人経営を担い得る人材を育成している。また、国立大学協会が主催する将来の経営人材を育成する研修会等への積極的に参
加している。

管理運営組織規程【学長補佐】第15条（抜粋）
学長は，特命事項について担当する学長補佐を指名することができる。
２ 学長補佐は，「学長補佐（○○担当）」として発令し，任期は学長が定める期間とする。

管理運営組織規程【副理事】第16条（抜粋）
学長は，理事の下に副理事を置くことができる。
２ 副理事は，理事を補佐するとともに，理事の命を受け業務を処理する。
３ 副理事は「副理事（○○担当）」として発令し，任期は学長が定める期間とする。

学長は、以下の（１）〜（３）のとおり学内外から適任者を選任・配置し、自らの意思決定や業務執行をサポートする体制を整備し
ている。

（１）理事
学長は、自らを補佐する人材として、高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することがで
きる能力を有する者のうちから、適任者を理事に任命しており、理事は、学長の定めるところにより職務を次のとおり分担し、学長
を補佐している。その際、法人の役員又は職員でない外部理事を必ず任命することを管理運営組織規程に定めている。
・研究・企画・評価担当理事
・医療・財務・労務担当理事
・教育・学生支援・コンプライアンス担当理事
・地域医療担当理事（学外）

（２）副学長
学長を助け、命を受けて校務をつかさどる者として、外部理事を除く３名の理事及び内部統制システムを統括する事務局長を副学長
に指名している。

　

　

補充原則１−４②
国立大学法人は、その法人経営を担い得
る人材を計画的に育成するための方針を
明確にし、中堅、管理職・部局長クラス
等の各階層の適任者を法人の長を補佐す
るポストに登用するなど、法人経営の一
端を担わせるとともに、国立大学協会等
が実施する経営人材を育成するための多
様な啓発の機会に積極的かつ計画的に参
加させる等により、早い段階から法人経
営の感覚を身に付けさせ、次代の経営人
材を育成すべきである。
また、当該方針を公表するとともに、そ
の実現状況をフォローアップすべきであ
る。

基本原則２．法人の長の責務等
国立大学法人は、自主的・自律的環境の下、教育・研究・社会貢献機能を最大限発揮し、社会に対する役割を果たし続けるため、法人の長のリーダーシップによる、迅速・的確な意思決定を可能
とする経営体制を構築する必要がある。そのために、意思決定に関わる組織等の責務を明確にし、法人全体の機能強化を図るべきである。

原則２−１−３
【ビジョン実現のための執行体制の整備】
法人の長は、ビジョンを実現するために、理事
や副学長等の法人の長を補佐するための人材を
適材適所に学内外から選任・配置し、自らの意
思決定や業務執行をサポートする体制を整備す
べきである。また、法人の長は原則１−４で示
した「長期的な視点に立った経営人材の計画的
な育成・確保のための取り組み」を行うべきで
ある。さらに、各補佐人材の責任・権限等を明
確にし、それらを公表しなければならない。

・運営組織（役員名簿）（大学HP）

・大学概要 「組織等」23頁

・管理運営組織規程 第6条（役員の任命等）、第
14条（副学長）、第15条（学長補佐）、第16条
（副理事）

・管理運営組織規程 第15条（学長補佐）、第16

条（副理事）

https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/organization
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2021-07/gaiyou2021_2.pdf
http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/kanriuneisoshiki.pdf
http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/kanriuneisoshiki.pdf
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

更新の有無 記載欄 根拠資料等記載事項

役員会は、国立大学法人法に則り定められた以下の審議事項について検討・討議を行い、学長の意思決定を支援している。さらに、
十分な検討・討議を補助するために、本学独自の合議体として理事懇談会や役員懇談会を設置している。また、役員会は、開催回数
を毎月2回とすることで本学の重要事項について迅速に審議し、その都度、会議報告を大学ホームページで公開している。

役員会規程【審議事項】第2条（抜粋）
(1)　中期目標についての意見に関する事項
(2)　中期計画及び年度計画に関する事項
(3)　長期計画に関する事項
(4)　法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(5)　予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(6)　学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(7)　コンプライアンス体制の推進に関する事項
(8)　その他役員会が定める重要事項

２−２　役員会の責務
原則２−２−１
【法人経営に係る重要方針の十分な検討】
国立大学法人の役員会は、国立大学法人の重要
事項について十分な検討・討議を行うことで、
法人の長の意思決定を支え、法人の適正な経営
を確保すべきである。
また、役員会は、国立大学法人法で定める事項
について適時かつ迅速な審議を行うとともに、
議事録を公表しなければならない。

（３）学長補佐及び副理事
特命事項を担当する者として、大学改革、男女共同参画を担当するため2名の学長補佐や、理事を補佐する者として、研究推進、臨
床研究、国際交流、労務、基礎医学教育・地域医療教育改革、臨床教育改革を担当する6名の副理事を指名している。

また、長期的な人材育成として、原則１−４の記載欄で述べた取組を行っている。
さらに、理事及び学長補佐について、その担当事項を付記した一覧名簿を大学ホームページや一般向け冊子「大学概要」で公表して
いる。

管理運営組織規程【役員の任命等】第6条（抜粋）
3　理事は，人格が高潔で，学識が優れ，かつ，大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する
者のうちから学長が任命する。
4　理事の任命に当たっては，その任命の際に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。

・会議報告（役員会）

・役員会規程 第2条（議決事項）

https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/information-disclosure/board-of-directors
http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/yakuinkai.pdf
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

更新の有無 記載欄 根拠資料等記載事項

本学は、人事基本方針に基づき、性別・年齢・国籍等を問わず国内外の多様な人材を確保及び活用を図っており、管理運営組織規程
第6条で定めるとおり、理事に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにし、経営層の厚みを確保している。
現在、大学と関係病院との連携による地域医療の推進を担う人材育成、関係病院における男女共同参画を大学と協働して担当する理
事として、地域医療に積極的に取り組む関係病院の現職病院長を非常勤理事に任命し、公表している。

管理運営組織規程【役員の任命等】第6条（抜粋）
3　理事は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する
者のうちから学長が任命する。
4　理事の任命に当たっては、その任命の際に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。

基本原則３．経営協議会、教育研究評議会、学長選考会議及び監事の責務と体制整備
国立大学法人は、自主的・自律的・戦略的な経営を可能とするため、経営協議会、教育研究評議会における審議を充実させるとともに、学長選考会議における法人の長の選考及び厳格な評価の実
施、監事による 監査業務の遂行等を通じ、各組織の責務の明確化、体制の整備・強化等の適切な法人経営を支える体制を工夫すべきである。

補充原則３−１−１①
国立大学法人は、経営協議会の学外委員
の選任に当たって、その役割を踏まえ
て、学外委員の選考方針を明確にすると
ともに、選考後には、その選考方針と当
該委員が役割を十分に果たすための議題
の設定など運営方法の工夫について公表
しなければならない。その際、産業界や
関係自治体等から適任者の参画を求める
など、多様な関係者から国立大学法人に
期待する事項を的確に把握し法人経営に
生かす工夫をすべきである。

本学は、経営協議会の学外委員の選考方針について、大学に関し広くかつ高い見識を有する学外有識者から教育研究評議会の意見を
聴いて学長が任命すると経営協議会規程において定めている。企業運営財務、大学経営、医療関係施設経営、行政等の経験を有する
人材を学外委員として任命し、規程及び委員一覧を公表している。
経営協議会において、大学側から議題を設定するだけでなく、学外委員の多様で幅広い視点から大学運営のあり方を検討するため、
採り上げたい議題や資料等の要望について照会し、当日の議題に反映させることで、より積極的な学外委員の参画を促している。ま
た、会議開催前に審議事項の資料を各委員に送付して事前に質問や意見を照会する機会を設け、会議当日の審議を活性化させるよう
工夫している。

経営協議会規程【審議事項】第2条（抜粋）
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人滋賀医科大学の経営に関する事項
(2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち法人の経営に関する事項
(3) 学則（法人の経営に関する部分に限る。）、会計規程、役員に関する報酬及び退職 手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当
の支給の基準その他の経営に係る重要 な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他法人の経営に関する重要事項

原則２−３−２
【多様な人材の登用・確保】
国立大学法人は、性別や国際性の観点でのダイ
バーシティを確保するとともに、積極的に産業
界、他の教育研究機関等外部の経験を有する人
材を登用し、その経験と知見を法人経営に活用
することで、経営層の厚みを確保すべきであ
る。
その際、どのような観点から外部の経験を有す
る人材を求めているのかを明らかにし、その目
的に合致する人材の発掘及び登用を行い、その
状況を公表しなければならない。

・管理運営組織規程 第6条（役員の任命等）

・運営組織（役員名簿）（大学HP）

・経営協議会規程 第2条（審議事項）、第3条
（組織）

・経営協議会委員

・国立大学法人滋賀医科大学における人事基本方

http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/kanriuneisoshiki.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/organization
http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/keieikyogikai.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2021-05/soshiki_keiei.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2021-03/jinjikihonhoushin.pdf
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

更新の有無 記載欄 根拠資料等記載事項

補充原則３−３−１①
学長選考会議は、法人の長の選考に当
たって、国立大学法人のミッションや特
性を踏まえた法
人の長に必要とされる資質・能力に関す
る基準を定め、当該基準を踏まえ、国立
大学法人法等
の規定に則り、意向投票によることな
く、自らの権限と責任において慎重かつ
必要な議論を尽
くし、適正に選考を行い、基準、選考結
果、選考過程及び選考理由を公表しなけ
ればならな
い。

本学の理念を踏まえた学長選考基準を策定して公表し、広く学内外から法人の長となるに相応しい者を求めている。選考手続きにお
いては、学長選考会議において議論のうえ、平成30年度に学長選考等実施細則を改正し、従来行われてきた意向聴取投票を廃止のう
え、電子メールにより募集した意見を学長選考の参考の一つとするなど、学長選考会議が自らの権限と責任において慎重かつ必要な
議論を尽くして適正に選考を行う体制を整えるとともに、選考基準、選考結果、選考過程及び選考理由を公表している。

学長選考会議規程【業務】第2条（抜粋）
学長選考会議は，次の各号に掲げる業務を行う。
(1)学長の選考基準及び選考手続の策定並びにその公表に関すること。
(2)学長候補者の選考に関すること。
(3)学長候補者の選考の結果並びに国立大学法人法施行規則（平成15年文部科学省令第57号）に基づく選考理由及び選考過程の公表
に関すること。
(4)学長の業務執行状況の確認に関すること。
(5)国立大学法人法第17条第２項に掲げる事由の調査に関すること。
(6)学長の解任の申出に関すること。
(7)その他学長選考会議の運営に関し必要な事項。

学長選考等実施細則【学長選考の参考としての意見募集】第6条（抜粋）
学長選考会議は，学長の選考の参考とするため，推薦資格者に対して，期間を定めて，学長候補適格者に関する意見を募集するもの
とする。
２ 推薦資格者は，前項の意見募集があった場合は，滋賀医科大学情報ネットワーク利用内規第４条第１号に定める教職員用メールを
使用し，当該メールには氏名を明記のうえ，意見を提出することができる。
３ 学長選考会議は，前項により提出された意見から，推薦資格者の氏名を削除し，推薦資格者に対応する次の３種の職種のみを付し
た資料を作成する。
(1) 第３条第２項第１号から第３号，第５号及び第６号に該当する者 役職員
(2) 同項第４号に該当する者 教員
(3) 同項第７号から第13号に該当する者 病院職員

 
 
  

 
 
 
 

経営協議会規程【組織】第3条（抜粋）
(1)学長
(2)理事又は事務局長
(3)学長が指名する職員
(4)本学の役職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するも
の

・学長選考会議規程 第2条（業務）

・学長選考等実施細則 第6条（学長選考の参考と
しての意見募集）

・次期学長に求める学長像（滋賀医科大学学長
像）平成31年3月25日決定（大学HP）

http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/gakuchosenkokaigi.pdf
http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/gakuchosenkotojisshi.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2019-04/shigaikadaigakugakuchouzou.pdf
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

更新の有無 記載欄 根拠資料等記載事項

補充原則３−３−１②
学長選考会議は、国立大学法人法に基づ
き法人の長の任期を審議するに当たって
は、国立大学法人のミッションを実現す
るために法人の長が安定的にリーダー
シップを発揮することができるよう適切
な期間を検討すべきである。あわせて、
国立大学法人における継続的な経営・運
営体制の構築のため、法人の長の再任の
可否や再任を可能とする場合の上限設定
の有無についても適切に検討し、公表し
なければならない。

学長の任期の始期は、中期目標・計画の開始日の2年前からとし、その任期は6年とする。また、学長は再任できない。ただし、学長
が辞任を申し出たとき又は学長が欠員となったときに選考された学長は、1回につき再任することができる。

学長選考規程【学長の任期】第5条（抜粋）
学長の任期の始期は中期目標・計画の開始日２年前からとしその任期は６年とする。
２ 学長は再任できない。ただし ，第３条１項 第２号又は第３号に掲げる理由より選考され た学長は，１回につき再任することがで
きる。

学長の解任審査は、学長選考等実施細則第11条で次のとおり規定しており、該当すると認められる場合に学長選考会議が行うことと
している。
なお、解任の申出は、学長選考等実施細則第13条において、学長選考会議委員の3分の2以上の賛成による議決により、学長選考等実
施細則第11条の(1)〜(4)に該当すると認めた場合は、その理由を付して、文部科学大臣に学長の解任を申し出るものと規定してい
る。

学長選考等実施細則【解任の審査】第11条（抜粋）
学長の解任審査は、次の各号の一に該当すると認められる場合に学長選考会議が行う。
(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反があるとき。
(3)職務の執行が適当でないため、業務の実績が悪化した場合であって、引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められる
とき。
(4)その他学長たるに適しないと認められるとき。

学長選考等実施細則【解任の審査請求】第12条（抜粋）
学長の解任審査は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1)学長選考会議委員の1名以上による解任審査請求があったとき。
(2)経営協議会委員の3分の1以上による解任審査請求があったとき。
(3)教育研究評議会評議員の3分の1以上による解任審査請求があったとき。
(4)推薦資格者のうち、学長を除いた者の3分の1以上による解任審査請求があったとき。
2　前項の解任審査請求は、解任すべき理由を付した書面により議長に提出する。

学長選考等実施細則【解任の申出】第13条（抜粋）
学長選考会議は、学長選考会議委員の3分の2以上の賛成による議決により、第11条各号の一に該当すると認めた場合は、その理由を
付して、文部科学大臣に学長の解任を申し出るものとする。

原則３−３−２
【法人の長の解任のための手続の整備】
学長選考会議は、法人の長の選考を行うととも
に、法人の長の職務の遂行が適当ではなく引き
続き職務を行わせるべきではないと認める場合
等においては、任期の途中であっても法人の長
の解任を文部科学大臣に申し出る役割も有す
る。このため、学長選考会議は、予め法人の長
の解任を申し出るための手続について整備し、
公表しなければならない。

・学長選考会議規程

・学長選考会議規程

・学長選考等実施細則 第11条（解任の審査）、
第12条（解任の審査請求）、第13条（解任の申
出）

・学長選考規程 第5条（学長の任期）

・学長選考規程

http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/gakuchosenkokaigi.pdf
http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/gakuchosenkokaigi.pdf
http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/gakuchosenkotojisshi.pdf
http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/gakuchosenko.pdf
http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/gakuchosenko.pdf


国立大学法人滋賀医科大学

18/23

【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

更新の有無 記載欄 根拠資料等記載事項

補充原則３−３−３②
学長選考会議は、法人の長の業務執行状
況について、その任期の途中における評
価（中間評価）を行い、その結果を本人
に提示し、今後の法人経営に向けた助言
等を行うとともに、当該評価結果を公表
しなければならない。

学長選考会議は、学長選考会議規程第2条第1項第4号に基づき、令和元年度までは学長の6年の任期中、就任から2年度目及び4年度目
に、学長の業務執行状況の確認を行う際に、評価及び助言等を行うとともに、確認内容及びその評価結果を大学ホームページにて公
表している。なお、学長選考会議（令和2年11月9日開催）において検討の結果、令和2年度以降は、学長の業務執行状況の評価頻度
を毎年度とすることとしている。

学長選考会議規程【業務】第2条（抜粋）
学長選考会議は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)学長の選考基準及び選考手続の策定並びにその公表に関すること。
(2)学長候補者の選考に関すること。
(3)学長候補者の選考の結果並びに国立大学法人法施行規則（平成15年文部科学省令第57号）に基づく選考理由及び選考過程の公表
に関すること。
(4)学長の業務執行状況の確認に関すること。
(5)国立大学法人法第17条第２項に掲げる事由の調査に関すること。
(6)学長の解任の申出に関すること。
(7)その他学長選考会議の運営に関し必要な事項。

本学は１法人１大学の単科大学であるため、大学総括理事は置いていない。

国立大学法人法【役員】第10条第3項（抜粋）
国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、第十二条第二項
に規定する学長選考会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育法（昭
和二十二年法律第二十六号）第九十二条第三項に規定する職務（以下「大学の長としての職務」という。）を行う理事（以下「大学
総括理事」という。）を置くことができる。

原則３−３−４
【経営力を発揮できる体制の検討】
学長選考会議は、国立大学法人に大学総括理事
を置き、法人内において経営と教学を分離する
かどうかについて決定する権限を有する。学長
選考会議は、各法人が最も経営力を発揮できる
体制の在り方を十分に検討するとともに、大学
総括理事を置くこととする場合には、その検討
結果に至った理由を公表しなければならない。

・学長選考会議規定 第2条（業務）

・会議報告（学長選考会議）

・国立大学法人法 第10条第3項（役員）

http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/gakuchosenkokaigi.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/information-disclosure/presidential-selection-committee
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000112
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

更新の有無 記載欄 根拠資料等記載事項

本学は、法令に基づく情報公開に加え、法人運営、役員会、経営協議会、教育研究評議会の会議報告、教育・研究及び社会貢献活動
に関する事項について、その都度、大学ホームページ、大学概要、その他広報誌で公表している。また、最新の研究成果等について
は、積極的なプレスリリースを行い、報道機関の取材に可能な限り応じている。なお、ホームページで公開している法令に基づく公
開情報は、広報担当部署において適時確認・更新を行っている。

補充原則４−１①
国立大学法人は、その多岐にわたる活動
それぞれに学生、保護者、卒業生、産業
界、地域社会、政府、国内外の教育関係
機関等の異なる多様な関係者を有するこ
とを踏まえ、これらの関係者を含む国
民・社会との間における透明性の確保が
ガバナンスの向上につながることから、
情報の公表を行う目的、意味を考え、適
切な対象、内容、方法等を選択し公表し
なければならない。

本学は、様々なステークホルダーに向けての情報公開を、大学ホームページ及び広報誌で行っていることに加え、報道機関への積極
的なプレスリリースを実施している。
大学ホームページは、関係する情報へのアクセスのために訪問者別メニュー（受験生、在学生、卒業生、地域・一般の方、企業・研
究者の方、教職員）を設けている。
広報誌は、対象者別に、本学の教育・研究・診療などの情報を広く学外向けに発信する広報誌から、本学に関係する一般者として最
も多い患者向けの広報誌、学生・教職員を対象とした学内向け広報誌まで、幅広く作成している。
一般向け：大学概要、統合報告書、滋賀医大ニュース
患者向け：滋賀医大病院ニュース、病院ニュース別冊TOPICS
学生・教職員向け：勢多だより、大学概要、統合報告書
受験生向け：大学案内、学生募集要項
産業界向け：大学概要、統合報告書、大学ホームページの「研究シーズ集、 医療ニーズ集」
地域の医療機関向け：診療案内、滋賀医大病院ニュース

基本原則４
【社会との連携・協働及び情報の公表】
国立大学法人は、教育・研究・社会貢献機能を最大限発揮し、我が国、地域の発展のために中核的な役割を果たすため、社会から理解と支持を得るとともに、適切に連携・協働を行っていくべき
であり、そのために、情報の公表を通じて透明性を確保すべきである。
また、併せて、国立大学法人の経営、教育・研究・社会貢献活動の安定性・健全性を示す必要があり、自らを律する内部統制の仕組みを整備・実施することで、適正な法人経営を確保するととも
に、その運用体制を公表しなければならない。

原則４−１
【法令に基づく情報公開の徹底、及びそれ以外
の様々な情報の分かりやすい公表】
国立大学法人は、国からの運営費交付金を重要
な財政基盤とするとともに、多様な関係者から
の財源に支えられた公共的財産として、多岐に
わたる活動それぞれに異なる多様な者からの理
解と支持を得るためにより透明性を確保すべき
であり、法令に基づく適切な情報公開を徹底す
ることに加え、法人経営、教育・研究・社会貢
献活動に係る様々な情報についても分かりやす
く公表しなければならない。

・大学概要（大学HP）

・法定公開情報（情報公開法）（大学HP）

・広報誌（大学HP）
(1)滋賀医大ニュース、(2)勢多だより、(3)滋
賀医大病院ニュース＆別冊TOPICS、
(4)Institutional Research(IR) Report

・情報公開（大学HP）

・高大連携事業（大学HP）

・入試情報（イベント）（大学HP）

・公開講座（大学HP）

・学生募集要項（医学部）（大学HP）

・学生募集要項（大学院医学系研究科）（大
学HP）

・研究シーズ集（大学HP）

・医療ニーズ集（大学HP）

・診療案内（病院HP）

・大学概要（大学HP）

・広報誌（大学HP）
(1)滋賀医大ニュース、(2)勢多だより、(3)滋
賀医大病院ニュース＆別冊TOPICS、
(4)Institutional Research(IR) Report

・学生募集要項（医学部）（大学HP）

・学生募集要項（大学院医学系研究科）（大
学HP）

・研究シーズ集（大学HP）

・医療ニーズ集（大学HP）

・診療案内（病院HP）

・統合報告書（大学HP）

・統合報告書（大学HP）

https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2021-07/gaiyou2021_2.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/information-disclosure
https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/pr-magazine
https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/information-disclosure
https://www.shiga-med.ac.jp/social-contributions/collaboration-with-high-schools
https://www.shiga-med.ac.jp/admission/events
https://www.shiga-med.ac.jp/social-contributions/open-lectures
https://www.shiga-med.ac.jp/admission/undergraduate/requirements
https://www.shiga-med.ac.jp/admission/graduate/requirements
https://www.shiga-med.ac.jp/research-and-collaboration/industry-university-government-colloboration/seeds
https://www.shiga-med.ac.jp/research-and-collaboration/industry-university-government-colloboration/needs
https://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/medical_institution/index.html
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2021-07/gaiyou2021_2.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/pr-magazine
https://www.shiga-med.ac.jp/admission/undergraduate/requirements
https://www.shiga-med.ac.jp/admission/graduate/requirements
https://www.shiga-med.ac.jp/research-and-collaboration/industry-university-government-colloboration/seeds
https://www.shiga-med.ac.jp/research-and-collaboration/industry-university-government-colloboration/needs
https://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/medical_institution/index.html
https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/integratedreports
https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/integratedreports
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

更新の有無 記載欄 根拠資料等記載事項

補充原則４−１②
国立大学法人は、学生がどのような教育
成果を享受することができたのかを示す
情報（学生が大学で身に付けることがで
きる能力とその根拠、学生の満足度、学
生の進路状況等）を公表しなければなら
ない。

【学生が大学で身に付けることができる能力とその根拠及び学生の進路状況等】
本学は、教育の全体の方針、卒業の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュ
ラム・ポリシー）については、大学ホームページ上で公開している。また、講義・演習・実習等については、『履修要項・講義概要
（シラバス）』に学習目標、授業概要、評価方法等を明記し、大学ホームページ上で公開している。
学修成果（アウトカム）については大学ホームページ上で公開しており、これに関連する取組として「学生による自己評価表」を用
いた学修成果の評価を行っている。
学部学生（第2学年以上）には、毎年4月上旬の新年度オリエンテーションで前年度の成績通知書を配付しており、保護者には毎年4
〜5月頃に前年度の成績通知書を郵送することで学生の学修状況を通知している。
本学の教育の成果としては、本学は医科大学であることから、学生の国家試験（医師国家試験、看護師国家試験、保健師国家試験、
助産師国家試験）の合格率及び学部学生及び大学院生の進路状況についても、大学のホームページ及び大学概要で公開している。ま
た、毎年4月に学部学生の保護者を対象に開催する各学科後援会総会において、直近の国家試験の合否結果及び学生の進路状況等の
資料を配付のうえ報告している。

【学生の満足度】
『学習・学生生活実態調査』及び『大学院学生対象アンケート』において、「教育内容」、「学習環境・共用施設」、「学習支
援」、「研究指導」等についての学生の満足度を把握し、結果を報告書に取りまとめて大学ホームページで開示している。なお、医
学・看護学教育センター運営会議では学生の満足度向上に向けて、大学運営等に反映させるべき要望があれば適切な委員会等におけ
る検討を経て対応（改善等）するＰＤＣＡサイクルを回している。

【その他特記すべき事項】
学生の講義等について、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、Webツールによるオンライン形式やオンデマンド形式、課題
レポート提出形式等の遠隔形式で実施し、令和2年度後期は、感染拡大防止に係る対策・配慮を徹底のうえ、対面を原則とし、遠隔
形式も適宜併用しながら実施している。

補充原則４−１③
国立大学法人は、公共的財産であること
に鑑み、学内における教育・研究に係る
コストの見える化を進めるとともに、法
人の活動状況や資金の使用状況等を、分
かりやすく公表しなければならない。

補充原則１−３⑥（４）に記載

・教育目標、3つのポリシー（医学部医学科）（大
学HP）
・教育目標、3つのポリシー（医学部看護学科）
（大学HP）

・教育目標、3つのポリシー（大学院医学系研究科
博士課程）（大学HP）

・教育目標、3つのポリシー（大学院医学系研究科
修士課程）（大学HP）

・履修要項・講義概要（シラバス）（大学HP）

・国家試験・就職状況（大学HP）

・法定公開情報（教育に関する情報）
（大学HP）

・大学案内（大学HP）

・大学概要「学生数等」35頁（大学HP）

・学習・学生生活実態調査報告書

・大学院博士課程学位授与時アンケート報告書

・大学院修士課程学位授与時アンケート報告書

・大学院（博士課程・修士課程）進路状況

・学修成果（大学HP）

https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-support/education/medical-school
https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-support/education/nursing-school
https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-support/education/doctoral-program
https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-support/education/master-program
https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-support/education/syllabus
https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-support/student-life/carrer-support
https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/information-disclosure/school-education-act
https://www.shiga-med.ac.jp/admission/university-guide
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2021-07/gaiyou2021_2.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2021-03/jittaityousa.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2021-03/hakusi.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2021-03/syuusi.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2021-08/daigakuin.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-support/education/medical-school
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

更新の有無 記載欄 根拠資料等記載事項

本学は、役員（監事を除く）の職務の執行が、国立大学法人法又は他の法令に適合することを確保するための体制、その他業務の適
正を確保するための体制を確立し、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全及び財務報告等の信頼性を確保するため、内部統制
システムを整備し、業務を有効・効率的かつ適正に運営している。
本学は、内部統制システムの運用体制を以下のとおり規定し、重要事項を審議するため内部統制委員会を設置しており、これらを定
めた「内部統制システムに関する規程」を大学ホームページで公開している。
・内部統制システム最高管理責任者：学長
・内部統制システム統括管理責任者：事務局長
・内部統制システム推進責任者：各部局の長
・内部統制システム推進部署：総務企画課

国立大学法人滋賀医科大学における内部統制システムに関する規程【目的】第2条（抜粋）
内部統制システムを整備し，役員（監事を除く。）の職務の執行が，国立大学法人法又は他の法令に適合することを確保するための
体制，その他業務の適正を確保するための体制を確立し，事業活動に関わる法令等の遵守，資産の保全及び財務報告等の信頼性を確
保するため，業務を有効・効率的かつ適正に運営することを目的とする。

具体的なリスクに関する内部統制システムは以下のとおりであり、必要に応じて見直しを図っている。

・研究公正及び公的研究費の不正使用に関しては、文部科学省が定める「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライ
ン」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の趣旨及び内容を踏まえ、「滋賀医科大学における公的研
究費の不正使用および研究活動における不正行為の防止に関する基本方針」及び「滋賀医科大学における研究者および研究支援者の
行動規範」、並びに関係規程（大学HP「研究不正防止」ページ参照）を定め、大学ホームページやリーフレットで公表・周知して
いる。

・利益相反に関しては、個人としての利益相反については、「利益相反ポリシー」及び「利益相反マネジメント規程」を定め、「人
を対象とする医学系指針」や「臨床研究法」に対応した利益相反審査フローを整備、運用している。法人としての利益相反について
は、「組織的利益相反マネジメントポリシー」及び「組織的利益相反マネジメント規則」を定め、年１回、学外委員を含む「組織的
利益相反監視委員会」を開催している。これらの規程等は、大学ホームページ等で公表している。

原則４−２
【内部統制の仕組みの整備と運用体制の公表】
国立大学法人は、その活動を支える社会からの
理解と支持を得て、適切に連携・協働していく
ためには、法人経営及び教育・研究・社会貢献
活動の安定性・健全性を示すべきである。
そのためには、自らを律する内部統制システム
を運用し、継続的に見直しを図るとともに、そ
の運用体制を公表しなければならない。

・国立大学法人滋賀医科大学における内部統制シ
ステムに関する規程 第2条（目的）

・国立大学法人滋賀医科大学の業務方法書の
変更の認可について（平成27年4月1日）

・ 滋賀医科大学における公的研究費の不正使用お
よび研究活動における不正行為の防止に関する基
本方針

・滋賀医科大学における研究者および研究支援者
の行動規範

・研究不正防止（大学HP）
公的研究費の適正管理及び不正使用防止に関する
規程
公的研究費の不正使用等に係る調査に関する内規
研究活動の不正行為への対応に関する規程

・滋賀医科大学内部統制システム体制図

・利益相反（大学HP）
利益相反ポリシー
利益相反マネジメント規程
組織的利益相反マネジメントポリシー
組織的利益相反マネジメント規則

http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/naibutosei.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2017-04/27gyoumu.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2017-08/housin.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2017-03/kihan.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/research-and-collaboration/fraud-prevention/prevention-of-research-misconduct
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2021-02/naibutouseitaiseizu.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/research-and-collaboration/fraud-prevention/conflict-of-interest
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

更新の有無 記載欄 根拠資料等記載事項

・内部通報・外部通報に関しては、公益通報実施要領を定め、公益通報窓口を学内（総務企画課）及び学外（弁護士）に設けるとと
もに、公益通報者保護規程を定め通報者の保護を行っている。規程や通報窓口は、大学ホームページ等で公表している。

公益通報者保護規程【窓口】第5条（抜粋）
本学の公益通報等の窓口は，総務企画課とする。
２　前項に加えて，学外の窓口を第７条第２項第３号に規定する弁護士とする。

公益通報者保護規程【公益通報の調査】第7条（抜粋）
本学に公益通報調査委員会（以下「委員会」という。）を置く。
２　委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。
(1)　学長が指名する理事又は事務局長　１名
(2)　教育研究評議会で選出された評議員　３名
(3)　本学が定める弁護士　１名
(4)　その他学長が必要と認める者　若干名
３　前項第２号から第４号までの委員の任期は２年とする。ただし，再任を妨げない

・医学部附属病院における医療安全に関しては、医療法施行規則の規定に基づき、適正な医療安全管理体制を確保するため、医療安
全、法律等に識見を有する附属病院と利害関係のない学外者を含む「医療安全監査委員会」を設置している。学長は、委員会からの
監査結果の報告を受け、必要な措置を講じるとともに、監査結果を公表している。

医療安全監査委員会規程【任務】第3条（抜粋）
委員会は，次の各号に掲げる事項について確認し，監査することとする。
(1)　医療に係る安全管理についての業務方法書及び規則等の整備状況に関すること。
(2)　関係法令，業務方法書，規則等に基づく業務の実施状況に関すること。
(3)　医療安全管理責任者，医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者の行うべき業務の状況に関すること。
(4)　医療安全管理部の体制及び業務の状況に関すること。
(5)　医療安全管理委員会の業務の状況に関すること。
(6)　その他本院における医療安全管理体制に関すること。
２　委員会は，監査を実施するにあたり，病院長及び担当者から報告を求め，必要に応じて実地調査を行うことができる。
３　委員会は，必要に応じ，学長又は病院長に対し，是正措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
４　委員会は，監査の結果を公表するものとする。

・公益通報実施要領

・公益通報者保護規程 第5条（窓口）、第7条
（公益通報の調査）

・医療安全監査委員会規程 第3条（任務）、
第4条（組織）

http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/koekitsuhojisshi.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2018-12/hogokitei.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/hospital/anzenkansa/files/2402.pdf
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【国立大学法人ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

更新の有無 記載欄 根拠資料等記載事項

医療安全監査委員会規程【組織】第4条（抜粋）
委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)　医療に係る安全管理に関する識見を有する者　　　若干名
(2)　法律に関する識見を有する者　　　　　　　　　　若干名
(3)　医療を受ける者その他の医療従事者以外の者　　　若干名
(4)　その他学長が必要と認めた者　　　　　　　　　　若干名
２　前項第１号から第３号の委員は，本院と利害関係のない外部の者とする。
３　第１項各号の委員は，学長が委嘱する。
４　委員の任期は２年とする。ただし，再任を妨げない。
５　欠員により補充された委員の任期は，前任者の残任期間とする。

・情報管理リスクに関しては、情報セキュリティインシデントに迅速に対応するため、情報セキュリティインシデント対策チーム
（以下、「CSIRT」という）を整備し、CSIRT要員にセキュリティ研修を受講させ人材育成を進めている。また、情報セキュリティ
意識の向上のため本学メールアカウント取得者全員に対して毎年、情報セキュリティe-Learningの受講を義務付けている。

・本学の健全な運営に資することを目的として内部監査によるチェックを実施しており、本学の運営状況を適法性と妥当性の観点か
ら公正かつ客観的な立場で調査及び検証し、その監査結果に基づく助言、提案等を行っている。

■独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第22条に規定する情報
大学ホームページ　法定公開情報（情報公開法）

■医療法施行規則第7条の2の２及び同規則第7条の3に規定する情報
病院長選考会議関係

■医療法施行規則第15条の4第2号に規定する情報
滋賀医科大学医学部附属病院医療安全監査委員会規程

法人のガバナンスにかかる法令等に基づく公表
事項

・滋賀医科大学情報セキュリティインシデント対
策チーム内規

・内部監査実施規程

・滋賀医科大学情報統括・セキュリティ委員会規

https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/information-disclosure/act-on-access-to-information

https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/organization

https://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/hospital/anzenkansa/index.html

http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/jyouhousecurityincident.pdf
http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/naibukansajisshi.pdf
http://www.shiga-med.ac.jp/%7Ehqkouhou/files/rules/jyouhoutoukatsusecurity.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/information-disclosure/act-on-access-to-information
https://www.shiga-med.ac.jp/introduction/organization
https://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/hospital/anzenkansa/index.html
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